
入札公告（総合評価落札方式） 

 

下記のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 

 

2022年12月28日 

  独立行政法人 国際観光振興機構 

                         理事長  清野 智 

（公 印 省 略） 

 

記  

 

１．競争入札の対象 

  2023・2024・2025年度全国通訳案内士試験実施業務 

２．競争参加者の資格 

次の(1)～(11)に該当する者。 

(1)当機構の規定に定められている競争参加者不適格者に該当しない者であること。 

(2)提案書の提出時点で有効な令和０４・０５・０６年資格審査結果通知書（全省庁統一資格） 

を有する者であること。 

(3)入札説明書の交付を受けた者であること。 

(4)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第 15条におい

て準用する第10条（第 11号を除く）に抵触しない者であること。 

(5)予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第165号）第 70条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(6)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

(7)全省庁統一資格において、「役務の提供等」の A～Dの等級に格付されている者であること。 

(8)機構及び国等から指名停止の措置を受けていない者であること。 

(9)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

(10)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 

(11)全国通訳案内士試験受験を目的に業を行う法人又は個人でないこと。 

 

３．入札説明書の交付 

交付期間：この公告の日から２０２３年１月１７日（火）１７時００分まで  

  受付時間：平日９時３０分～１７時００分 

  交付場所：独立行政法人国際観光振興機構 

      （東京都新宿区四谷1-6-4 四谷クルーセ１階総合受付） 

     希望者には電子メールにより交付する。末尾の問合せ先まで電子メールにて依頼すること。 



※入札説明書の交付時に全省庁統一資格の資格審査結果通知書及びその者の概要を説明する資

料（会社概要など）並びに応募条件を証明する資料（認証の写しなど）を提出すること（電

子メールによる交付を希望する場合は、依頼メールに添付すること）。当該通知書を有しない

場合は、競争参加資格の認定を示す証明書等を提出すること。 

 

４．入札方法及び提案書の記載方法 

（１）入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する額を

加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を記載

した入札書を提出すること。 

 

（２）提案書等の提出期限 

入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、提案書頁番号

欄に該当頁を記載した評価項目一覧（提案要求事項）、提案書の提出時点で有効な令和０４・ 

０５・０６年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し及び入札書を、下記５.に定める

提出期限までに提出すること。 

 

５．入札書及び提案書等の提出期限及び提出場所 

【提案書、提案書頁番号に該当頁を記載した評価項目一覧及び提案書の提出時点で有効な令和 

０４・０５・０６年資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し】 

受付時間：月曜日から金曜日 10:00から17:00（12:00から13:00を除く） 

提出期限：2023年 1月25日（水）17:00 

     上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受理されない。 

提出先：独立行政法人国際観光振興機構  

      地域連携部 受入対策グループ 担当：平塚、天野 

提出方法：持参又は郵送による（郵送の場合は提出期限までに到着必須） 

 

【入札書及び委任状（代理人に委任する場合）】 

受付時間：月曜日から金曜日 10:00から17:00（12:00から13:00を除く） 

提出期限：2023年 2月10日（金）17:00 

上記期限を過ぎた入札書及び委任状（代理人に委任する場合）はいかなる理由があっ

ても受理しない。 

提出先：独立行政法人国際観光振興機構  

      総務部 財務グループ 担当：一柳、髙橋、平井、舘  

東京都新宿区四谷 1-6-4四谷クルーセ 4 階  

提出方法：持参又は郵送による（郵送の場合は提出期限までに到着必須） 

 



６．提案会の場所及び日時 

入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、提案会を開催する場合には入札者に対して

事前に通知する。 

 

７．提案書等の審査 

入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧（提案要求事項）に記載している評価基準に基づ

き審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格

となる。 

 

８．開札の日時及び場所 

開札は、以下の場所及び日時に実施し、入札者は立ち会うものとする。開札後、価格点の計算

及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 

また、上記7で不合格となった者の入札書は、開札しない。 

なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこ

ともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。 

日時：2023年2月15日（水） １１:００～  

場所：独立行政法人国際観光振興機構 会議室 

（東京都新宿区四谷 1-6-1 YOTSUYA TOWER 10階） 

※状況によってはオンライン開催とする場合があります。その場合は Webexを利用予定ですので、

入札説明書交付者に対してWebexアクセス情報を追って通知します。 

 

９．落札者の決定 

（１）入札参加者が提出した入札書等について、上記 2．に掲げる入札参加資格を全て満たし、入札

説明書において明らかにした要求要件のうち、必須とされた審査項目の要件を全て満たし、

予定価格の制限の範囲内で、かつ技術評価点及び入札価格点の合計が最も高い者を落札者と

する。 

（２）必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、

直ちに再度の入札を行う。 

（３）落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじによって落札者を決定する。また、当該入

札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない機構の職

員にくじを引かせ落札者を決定する。 

（４）当機構は、落札者が決定した時は、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、落札者の

総合評価点等について公表するものとする。 

（５）２０２３年度から２０２５年度に係る業務の実施については、当該各年度予算の成立を条件

とする。 

 

 

 

 



１０．契約書の作成 

   落札者とは、契約書の取り交わしを行う。 

 ※詳細は入札説明書による。 

 

１１．契約に係る情報の公表 

  独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場

合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するな

どの取組みを進めるとされているところです。 

  これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する

こととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募

又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

  なお、案件への応札又は応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知

願います。 

 

（１）公表の対象となる契約先 

  次のいずれにも該当する契約先 

 ①当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の

職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること。 

 ②当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3分の1以上を占めていること。 

 

（２）公表する情報 

 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先

の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表することとする。 

 ①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構におけ

る最終職名 

②当機構との間の取引高。 

 

 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当す

る旨。 

  3分の1以上2分の 1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 

 ④一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 

（３）当方に提供していただく情報 

   ①契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における

最終職名等） 

   ②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

 



 

（４）公表日 

  契約締結日の翌日から起算して原則として 72日以内 

（４月に締結した契約については原則として 93日以内) 

以上 

問い合わせ先：総務部 一柳・髙橋・平井・舘 

電話：03-5369-3341 

電子メール：keiyaku@jnto.go.jp 

 


